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カナダへの沖縄県出身移民の歴史と実態

人々は驚く事でしょう。戦争は国と国の戦いで個人の敵愾心なんと云うものは余りない様です。そ

れがカナダの良い所です。日本人は此の事を深く考え学びとるべきだと思います。

事例 2：阿嘉広英氏（戦後移民）「多様文化主義の住みよいカナダ」『雄飛』第 32 号、1975 年 18。

　現在、カナダで沖縄県出身者が一番多いところが西部のアルバータ州で五〇〇人位といわれてい

ます。次にブリティッシュコロンビヤ、オンタリオ州に数十名宛居るようです。私の住むオンタリ

オ州のトロント市には十四家族が居住していますが、日本人総数約一万三千人からすると全く微々

たるものです。トロント在住者の大部分が四、五年以内に渡加してきた新移住者ですが、二家族だ

け戦前移民した人々です。この人達は、日本人に対する偏見の強い時代、人種差別や低賃金等幾多

の困難な事情に耐えてこられた人達ですが、現在ではその子供達が教師、技術者として立派にカナ

ダ社会に貢献しております。又医者の奥様になっている方もおります。

　沖縄県出身者は数は少ないですが、相当成功された方も幾人か居ります。其の中で特筆すべき方

は、カナダで最初の日系人として大学総長になられたアルバータ州の大城ヂェイム氏です。氏は同

州レスブリッヂの公共病院に奉職された医師ですが、新しく設立されたレスブリッヂ大学の総長に

選任されました。もう一人の方は、アルバータ州のカルガリー市で農産物、食糧品を大々的に取引

している玉城商会の玉城氏です。

　アルバータ州に住む沖縄出身者は、農業の盛んな土地だけに大部分が農業に従事しているようで

す。近年沖縄から農場で働く多数の契約青年が来ているということです。ところが一概には云えな

いかもしれませんが、そこの労働条件はかなり厳しいとのことです。夏の忙しい時期には一日十四

時間働き、休日は月二回で、給与は三七五弗ということで、その厳しさに耐えきれずそこを脱出す

る人も多いようです。そこでの労働条件については色々の事情があると思いますが、移住して来る

人、又契約で来る人にも、前もって移住先の事情を十分調査して来る必要があると思います。そし

て其の土地の条件を受入れた上で契約したら、どんなに困難な事があっても契約期間を守ることが

本人のため、また後から続いて来る人々のためにもよいのではないかと思います。途中から抜ける

人が多いために農場経営者も日本からの青年をスポンサーするのを躊躇するようになっているそう

です。

　トロントに居る移住者は殆んどが電気、機械、設計、鉄鋼等の工業技術の面で働いています。し

かし、彼らは最初から自分の希望する職についたのではありません。初め自分の専門外の仕事を何

でもしながら、こちらの事情を勉強し調査して、マンパワーという政府の職業斡旋所に度々足を運

んで自分の望む職に就いたのです。カナダでは、当地での職業上の資格や経験を重要視しますので、

日本でのよい履歴や経験があっても、それだけで直ぐに日本に居た時と同等の地位や職につくこと

は不可能に近いことです。（一部省略）最初から自分の期待する職に就くことは困難であります。

確実な職のスポンサーを取って来る方は別として、大体の人は、初め気に入らない仕事でも喜んで

やる覚悟をもっていなければならないでしょう。しかし向上心と不撓不屈の精神で働き乍ら機会を

ねらっていけば必ず希望する職に就けるでしょう。先の統計をまとめた人も、機械の知識や専門技

術を身につけ、英語会話の力があれば移住前と同じ職につくことはそんなに困難ではないと述べて

おります。勿論医師、歯科医、看護婦、弁護士、薬剤師、エンヂニヤー等の専門職の人は各州の認

定試験に合格しなければ同じ職に就けません。言葉や其の他の事情で専門職許可が得られない人は、

外の職に転じなければならないでしょう。（一部省略）

　この多様文化主義のお蔭で、大都市トロントに多くの人種が住みあって人種間の融合調和協力を

果しています。人種問題でトラブルが起ったことは、我々がここに来て四年間まだ一度もありませ
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ん。沖縄出身の移住者はこのような良い環境の中で、各自の文化遺産を持ちながら、ここの社会に

適応しつつ快適な生活を送られております。トロントに居る大部分の沖縄出身者の活躍はこれから

というところです。この住みよいトロントにもっと多くの沖縄の人が来られることを望むものです。

（牧師）

事例 3：宜保辰夫氏（戦後移民）「〈手記〉農業研修生としてカナダに渡る」『玉城村史』第 7 巻、移民編、

2005 年 19。

　私は一九五二年、玉城村親慶原に生まれました。南部農林高校拓殖科に学び、将来はアルゼンチ

ンかブラジルに移住を考えていました。親戚もハワイやアメリカ本土におり、ごく自然に海外に憧

れました。最初アルゼンチンへの移住を希望していたのですが、先輩方の話しによると、カナダの

方がより将来性があるということでした。政治が安定し、またカナダ政府が農業研修生の受け入れ

を開始したので、日本全国からの募集があり、南部農林高校からも三人が応募しました。卒業式を

目前にして私は研修生として沖縄を離れ、群馬県にある訓練センターで全国から応募した六十三人

の人達と一緒に訓練を受けました。実習として静岡県の農家で二週間働きました。生まれて初めて

親元を離れての本土研修で、生活、食事、言葉、気候、生活習慣等全く異なり、慣れるのに大変で、

その時ホームシックにかかりました。

　研修後すぐに第三回農業研修生として二ヶ年の契約でアルバータ州の日系人農家に入りました。

アルバータ州は、ロッキー山脈の内陸側の山麓に位置し、冬は厳しく夏は暑い所で、カナダの大平

原がここから始まります。私達が働く農家はアルバータ州の南部で、沖縄県人の一世が多勢いるレ

スブリッジ市から一時間位のあるボックスフードという所です。見わたす限り大平原で、主にジャ

ガイモ（二百四十万坪）、牧草（百二十万坪）、春小麦（二百四十万坪）、エンドウ豆（百二十万坪）

等を作っていました。ジャガイモ等は大型トラックの八〇〇台もありました。農業機械もトラック

十台、従業員も二十人おりました。種蒔き、収穫、消毒などは全部機械で行います。

　私の仕事は一六〇エーカー（約二十万坪）の責任をもち、春の種蒔き、夏の除草、イリゲーション（灌

漑）、秋の収穫、冬のジャガイモの選別等が主でした。一番辛いのは、夏の灌漑です。一日四回（朝

六時、昼十二時、夕方六時、夜十二時）、夜中の十二時には畑に出る前、全身に蚊よけスプレーを

するのですが汗でスプレーは流れ、何の役にもたたず、蚊と闘いながらの作業でした。また真夜中

になると平原のあちらこちらで、オオカミの鳴き声が聞こえ、怖いというよりは、寂しさを感じな

がら必死でした。収穫の時は、約一ヶ月間、朝六時から夜の十時まで働きました。働いて、食べて

寝るだけの生活でした。（一部省略）

　沖縄県人では、また、戦前移住した一世の方々がよく青年達を家庭に招き、郷土料理をごちそう

して、我が子のように励ましてくれました。食べ盛りの青年達ですから大鍋の料理も全部平らげま

した。多くの一世の方々が、皆して私達沖縄県系研修生を励ましてくれたからこそ、現在の私達が

あると心から感謝しています。そこが沖縄県人と他府県人の違いだと思います。人情があり団結し

共に生きぬく姿勢はほんとに素晴らしいものです。県人に生まれたことを誇りに思っています。（一

部省略）

　その後日系人の商店のトラック運転手、ガーデナー（庭師）の助手等の仕事をしました。その後

県出身の青年の紹介でカナダ人経営の水産会社に職を得、現在で二十五年目になります。その会社

はタイ・タラ・オヒョウ・サケ・ニシン・カズノコ等を輸出しています。現在、最初の二年間の農

業研修からもはや二十年が経ってしまいました。その間に南風原町出身の女性と結婚し、現在三人

の娘がおります。それぞれ大学二年、高校卒業、中学三年生です。妻は四〇才で美容学校に入り、
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免許を取得し、カナダ人経営の美容室で美容師として働いています。三人の子供達は日本語学校に

は入れませんでした。カナダの社会でカナダ人として生きていって欲しいという願いからです。多

民族国家のカナダで大きくはばたいて欲しいからです。しかし、家庭では親は全部日本語で話しま

す。返事は英語で返ってきますが、日本語はよく理解しているようです。

８　おわりに

　以上、「カナダへの沖縄県出身移民の歴史と実態」のテーマで、カナダの概要、カナダへの日本

人移民の概略史、カナダへの沖縄県出身移民の歴史、カナダへの日本人移民の実態、カナダへの沖

縄県出身移民の実態、カナダにおける県移民の体験記の 6 つの項目で記述してきた。用語の説明を

すると、日本人移民には当然沖縄県出身移民も含まれるが、沖縄県出身移民とした理由は、県人の

歴史及び実態をより詳細に掘り下げたいためである。また、県一世移民 3 名の証言の事例を取り上

げたが、このほかにも個人史などを含めると多々あると思う。ちなみに、県内市町村史の移民・出

稼ぎ編には、カナダ現地での面接聞取調査による証言事例が 11 名みられた 20。

　本稿ではカナダにおける沖縄県人会などの団体組織やコミュニティ、二世・三世問題などには触

れなかった。カナダ移民研究の一環として今後の課題としておきたい。

１　筆者の論文としては、①石川友紀（1977）「ハワイにおける初期沖縄県移民一世の歴史地理学的考察」『史学研究』136 号、

pp.59-84、広島史学研究会、②同（2013）「北米における沖縄県出身移民に関する地理学的研究―ハワイ一世移民の

現地調査事例を中心に ( Ⅰ )―」『移民研究』第 9 号、pp.41-62、沖縄移民研究センターが挙げられる。

２　石川友紀（2008）「100 周年を迎えたキューバにおける沖縄県出身移民の歴史と実態」『移民研究』第 4 号、pp.51-

72、琉球大学移民研究センター。同（2016）「メキシコへの沖縄県出身移民の歴史と実態」『南島文化』第 38 号、pp.   

-  、沖縄国際大学南島文化研究所。

３　石川友紀（2015）「北米における沖縄県出身移民に関する地理学的研究―ハワイ一世移民の現地調査事例を中心に

( Ⅱ )―」『移民研究』第 10 号、pp.43-68、沖縄移民研究センター。

４　矢野恒太記念会編（2013）『世界国勢図会』2013/2014 年版、p.15、p.32、p.57、p.88、同会。

５　ロイ・ミキ、カサンドラ・コバヤシ著、下村雄紀・和泉真澄訳、佐々木敏二監修・解説（1995）『正された歴史―日

系カナダ人への謝罪と補償―』pp.9-10、つむぎ出版。

６　藤崎康夫編著、写真協力山本耕二（1997）『写真・絵画集成　日本人移民　1 ハワイ・北米大陸』p.168、日本図書センター。

７　以上、外務省領事移住部編（1971）『わが国民の海外発展　移住百年の歩み』本編、pp.137-138、外務省。兵庫県海

外発展史編集委員会編（1970）『兵庫県海外発展史』pp.150-161、兵庫県。

８　以上、石川友紀（1974）「第 3 章　海外移民の展開　3　カナダ」沖縄県教育委員会編『沖縄県史』第 7 巻、各論編 6、

移民、pp.248-250、沖縄県。

９　沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課編（2012）『国際交流関連業務概要』平成 24 年 3 月、p.185、p.194、沖縄県。

10　浦添市移民史編集委員会編（2015）『浦添市移民史』本編、口絵表 2　浦添の渡航先別戦前海外移民数、カナダ、浦

添市教育委員会。

11　浦添市移民史編集委員会編（2014）『浦添市移民史』証言・資料編、p.251、p.282、海外旅券下付表名簿、浦添市教

育委員会。

12　前掲註 5 と同じ、p.10

13　アケミ・キクムラ＝ヤノ編、小原雅代訳（2002）『アメリカ大陸日系人百科事典　写真と絵で見る日系人の歴史』

pp.210-211、明石書店

14　前掲註 13 と同じ、pp.222。
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15　カナダ沖縄県友愛会編（2002）『カナダ沖縄県友愛会創立 25 周年記念誌』pp.34-41、カナダ沖縄県友愛会。

16　石川友紀（2001）「沖縄移民展開の背景と足跡」『南島文化』第 23 号、p.71、沖縄国際大学南島文化研究所。

17　佐久本盛矩（1978）「日系人強制移動当時の思い出」『雄飛』第 35 号、pp.22-35、沖縄県海外協会。

18　阿嘉広英（1975）「多様文化主義の住みよいカナダ」『雄飛』第 32 号、pp.30-33、沖縄県海外協会。

19　宜保辰夫氏（2005）「農業研修生としてカナダに渡る」『玉城村史』第 7 巻、移民編、pp.165-168、玉城村教育委員会。

20　カナダ県移民の証言事例は、『金武町史』（1996）第 1 巻移民・証言編に 1 名、『北中城村史』（2001）第 3 巻移民・

本編に 4 名、『具志川市史』（2002）第 4 巻移民・出稼ぎ、証言編に 2 名、『大里村史』（2003）移民本編に 2 名、『玉

城村史』（2005）第 7 巻移民編に 1 名、『北谷町史』（2006）附巻、移民・出稼ぎ編に 1 名、合計 11 名が記録されて

いる。
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委員会。

名護市史編さん委員会編（2008）『名護市史』本編・5、出稼ぎと移民Ⅱ、出稼ぎ＝移民先編（上）、

名護市役所。

[ 付録：カナダ現地調査写真 ]（石川友紀撮影）

写真１　カナダ・アルバータ州レスブリッジ郊外ハーデビル炭坑

会社の建物と跡地、沖縄県出身移民も多く働いた。

（1993年9月17日撮影）

写真３　カナダ・バンクーバー市パウエル街日本人移民も同

地区に多く住み、日本語学校も建設されていた。

（1993年9月22日撮影）

写真２　同上レスブリッジ市郊外マウンティンビューの日本人墓

地、沖縄県出身移民の墓も何墓かみられた。

（1993年9月19日撮影）

写真４　同上バンクーバー市郊外、沖縄県出身戦後移民一世

の住宅と庭園。

（1993年9月21日撮影）
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試論　琉球の茶道にみる琉球漆器

浦添市美術館所蔵琉球漆器にみる茶道具

図４ 朱漆寒山拾得螺鈿四方盆　

　　16～ 17世紀　19.5× 19.5× 2.3㎝

図５ 白密陀山水楼閣人物密陀絵箔絵四方盆

　　17 ～ 18 世紀　19.0 × 19.0 × 2.9 ㎝

図６ 潤塗花鳥箔絵密陀絵丸形食籠　　　　

　　16 ～ 17 世紀　27.9 ×Ｈ 28.7 ㎝　

図７ 黒漆鴛鴦螺鈿合子

　　17 ～ 18 世紀　7.6 × 3.2 ㎝

図８ 黒漆葡萄螺鈿天目台　

　　17 ～ 18 世紀　16.7 × 8.5 ㎝　

図９ 朱漆山水人物堆錦刀掛　

　　18～ 19世紀　24.0× 47.3× 52.7㎝

図 10　朱漆山水人物沈金足付盆

　　　16 ～ 17 世紀　44.0 × 20.2 ㎝

図 11　朱漆牡丹巴紋七宝繋沈金足付盆　

　　　18 ～ 19 世紀　40.5 × 16.3 ㎝

四方盆：帛服を着せた茶入をのせる

盆。図４朱漆螺鈿技法は15～16世
紀に琉球から明国へ贈った刀装具が

ある。図５白密陀に密陀絵と箔絵の

技法は徳川家康より尾張徳川家につ

たわる料紙箱があり推定下限1616
年とされる。

梨地蒔絵と円形二段食籠：図６は箔

粉を散らし、箔絵と密陀絵で花鳥を

描く。本文第二項の梨地蒔絵がこの

種とされる。足付盆・丸盆・四方

膳・蓋付椀などがある。琉球の円形

二段食籠は、他の類例から胎に棬胎

技法を用いる。国内では米を盛る祭

具があるが、本資料は別の用途で棚

飾りなどに用いる類と考える。

青貝香合：香合は香木などを運ぶ道

具である。図７は貝摺奉行所製の様

式の青貝香合である。茶道表千家に

琉球国王が千利休の三代目宗旦に

贈った下限1658年の黒漆花唐草螺

鈿香合が伝わる。

天目台：中国福建省の建窯などで焼

かれた天目茶碗をのせる台。台子

点前や貴人に使用する。禅宗寺院の

茶、大和の茶の湯、中国の献茶法な

どで使用するほか、琉球の祭祀儀礼

では朱塗に左巴紋入りが使われる。

堆朱風堆錦：史料では島津からの注

文品や首里城南殿・書院の道具飾り

に唐物の堆朱がある。漆と顔料で堆

錦餅を作り文様を貼り付ける琉球独

特の堆錦技法は「堆錦あんはい堆

朱」があり、「堆朱」と表記され

る。衝立・中央卓・刀掛・硯箱・印

籠・盆などがある。

円形足付盆：本編では足付丸盆とも

表記したが、食籠や酒器などの台で

ある。大中小と用途によりサイズも

いろいろある。円形二段食籠と同じ

く棬胎技法を用いて造形する。図

10は古いタイプで山水楼閣人物文

様、図11は王族家の左巴紋を付し

た国内用の祭具であり、首里城正月

の御茶などにもこのような足付盆が

使用されたと考えられる。

(

十
一)
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左　図３　上御茶之間御飾之図

上　図３　部分拡大

図
２
　
下
庫
理
御
座
之
図

図
１
　
三
御
飾
御
規
式
之
時
御
座
飾
御
飾
之
図

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
付
属
図
書
・
芸
術
資
料
館
所
蔵

首
里
城
正
殿
御
飾
図
関
係
資
料

(

十)

※
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
掲
載
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試論　琉球の茶道にみる琉球漆器

文
様
・
サ
イ
ズ
が
規
格
化
・
定
形
化
さ
れ
た
標
準
タ
イ
プ
を
中
心
と
し
た
漆
器
が
製
作
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
『
漆
工
史
第
一
九
号
』
一
九
九
六
年 

二
五
頁
、
『
漆
工

史
第
二
一
号
』
一
九
九
八
年 

一
三
頁 

漆
工
史
学
会
。

（
10
）
（
５
）
八
〇
頁
・
二
六
三
頁
。
一
六
～
一
七
世
紀
の
琉
球
製
漆
器
と
さ
れ
る
資
料
や
金
工
品

で
琉
球
の
最
高
神
女
の
聞
得
王
君
簪
や
香
炉
に
「
天
形
」
や
「
分
銅
形
」
が
刻
ま
れ
た
も
の

が
あ
る
。
琉
球
王
府
関
係
を
表
す
と
さ
れ
る
。

（
11
）
沖
縄
美
ら
島
財
団
（
旧
首
里
城
管
理
財
団
）
は
平
成
一
三
年
度
か
ら
一
五
年
度
に
か
け
て
の

首
里
城
正
殿
御
飾
に
関
わ
る
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る
。
行
事
と
道
具
の
調
査
と
復
元

は
現
在
も
継
続
し
て
い
る
事
業
で
あ
る
。

（
12
）
円
形
二
段
食
籠
に
は
古
琉
球
タ
イ
プ
と
王
族
家
紋
タ
イ
プ
が
あ
る
。
安
里
進
・
金
城
聡
子
「
近

世
琉
球
の
八
角
・
円
形
二
段
食
籠
の
用
途
と
様
式
―
貝
摺
奉
行
所
関
係
文
書
の
分
析
―
」
『
漆

工
史
第
二
一
号
』
漆
工
史
学
会
　
一
九
九
八
年 

二
〇
頁
。

（
13
）
豊
見
山
和
行
　
〔
史
料
紹
介
〕
「
琉
球
王
国
王
家
年
中
行
事
　
正
月
式
之
内
」
『
浦
添
市
立
図

書
館
紀
要
Ｎ
Ｏ
２
』
一
九
九
〇
年
　
五
六
頁
。
明
治
二
五
年
（
一
八
九
五
）
に
書
写
さ
れ
た
。

（
14
）
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
物
流
構
造
―
第
三
章
　
中
国
茶
と

日
本
茶
―
」
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
度
～
二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
度
　
科
学
研
究

費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
）
研
究
成
果
報
告
書
。

（
15
）
尚
敬
王
の
冊
封
副
使
と
し
て
来
琉
し
た
徐
葆
光
の
使
録
。
一
七
二
一
年
（
康
煕
六
〇
）
刊
行
。

原
田
禹
雄
氏
の
現
代
語
『
原
田
禹
雄
訳
注
　
徐
葆
光
中
山
傳
信
録
』
榕
樹
書
林
一
九
九
九
年

発
行
が
あ
る
。
そ
の
器
具
の
項
に
は
茶
に
関
係
す
る
道
具
と
し
て
、
槃
（
膳
）・
烟
架
（
煙
草
盆
）・

炉
（
茶
弁
当
）・
茶
甌
（
茶
碗
）《
茶
托
、
茶
帚
（
茶
筅
）
》・
釜
が
あ
る
。
茶
甌
の
訳
文
で
は
「
茶

碗
の
上
に
は
、
小
さ
い
木
の
蓋
が
作
ら
れ
て
お
り
、
朱
塗
や
黒
塗
で
あ
る
。
茶
碗
の
下
に
は
、

中
空
の
茶
托
（
天
目
台
）
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
作
り
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
。
茶
碗

は
や
や
大
ぶ
り
で
あ
る
。
茶
は
二
、
三
分
目
く
む
だ
け
で
あ
る
。
菓
子
の
小
さ
な
塊
を
匙
に
お

く
が
、
こ
れ
は
中
国
の
献
茶
法
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
国
内
の
茶
の
た
て
か
た
は
、
抹
茶

に
粉
を
ま
ぜ
て
、
少
し
ば
か
り
碗
に
入
れ
、
湯
を
茶
碗
半
分
ほ
ど
入
れ
、
茶
筅
で
数
十
回
か

き
ま
わ
す
。
泡
が
た
っ
て
茶
碗
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
客
に
す
す
め
る
。
」
と
あ
る
。

ま
た
、
徐
葆
光
よ
り
約
二
〇
〇
年
前
の
一
五
三
四
年
に
来
琉
し
た
冊
封
正
使
陳
侃
の
『
使
琉

球
録
』
で
は
円
覚
寺
で
日
本
風
の
茶
の
も
て
な
し
を
う
け
た
記
述
が
あ
る
。

（
16
）
『
伊
是
名
村
史
　
中
巻
』
伊
是
名
村
史
編
集
委
員
会 

一
九
八
八
年
　
一
三
三
頁
。

（
17
）（
１
）
喜
舎
場
氏
「
琉
球
に
お
け
る
茶
道
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
三
十
五
』
一
二
四
頁
、

同
書
引
用
。
平
敷
氏
「
琉
球
国
の
茶
人
と
御
茶
道
（
二
）
」『
孤
峰
―
江
戸
千
家
の
茶
道
』
四
九
頁
。

（
18
）
（
１
）
喜
舎
場
氏
「
琉
球
に
お
け
る
茶
道
」
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
三
十
五
』
一
二
六

頁
。
平
敷
令
治
氏
「
琉
球
国
の
茶
人
と
御
茶
道
（
四
）
」『
孤
峰
―
江
戸
千
家
の
茶
道
』
五
〇
頁
。

一
六
九
一
年
『
向
姓
家
譜
』
小
禄
家
具
志
頭
按
司
朝
騎
に
世
子
尚
純
か
ら
下
賜
さ
れ
た
茶
道

具
が
あ
り
、
数
あ
る
道
具
に
京
焼
茶
入
・
大
和
匏
炭
取
の
和
物
が
あ
る
。
ま
た
、
一
六
九
七

年
『
向
姓
家
譜
（
嘉
味
田
家
）
』
の
小
波
津
按
司
朝
恒
に
尚
貞
王
か
ら
奈
良
風
炉
・
古
瀬
戸
茶
入
・

唐
壺
茶
入
・
呉
須
茶
碗
・
青
磁
茶
碗
な
ど
が
あ
る
。

（
19
）
平
敷
令
治
氏
「
琉
球
国
の
茶
人
と
御
茶
道
（
三
）
」
『
孤
峰
―
江
戸
千
家
の
茶
道
』
四
八
頁
・

五
一
頁
。

（
20
）
渡
名
喜
明
氏
『
沖
縄
県
立
博
物
館
紀
要
　
第
八
号
』
『
〈
資
料
紹
介
〉
「
御
書
院
御
物
帳
」
（
沖

縄
県
立
博
物
館
蔵
） 

「
御
座
飾
帳
」（
同
） 

「
御
書
院
並
南
風
御
殿
御
床
飾
」（
同
）
』
一
九
八
二

年
　
二
三
頁
。
「
書
院
御
物
帳
」
は
王
府
所
蔵
の
古
書
画
の
目
録
、
「
御
書
院
並
南
風
御
殿
御

床
飾
」
は
婚
礼
祝
儀
と
の
際
の
在
番
奉
行
招
請
の
南
殿
・
書
院
の
床
飾
り
を
記
し
て
い
る
。

三
冊
と
も
に
鎌
倉
芳
太
郎
氏
が
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）
『
那
覇
市
史
　
資
料
篇
第
一
巻
一
〇
　
琉
球
史
料
（
上
）
』
那
覇
市
企
画
部
文
化
振
興
課
編
　 

一
九
八
九
年
　
三
二
七
頁
、
三
四
〇
頁
。

（
22
）
『
那
覇
市
史
　
資
料
篇
第
一
巻
九
』
那
覇
市
経
済
文
化
部
歴
史
資
料
室
編
　
一
九
九
八
年
　

三
一
四
頁
。

【
参
考
文
献
】

・ 

『
日
本
の
美
術
１
５
　
茶
の
美
術
』
一
九
六
五
年 

平
凡
社

・ 
『
茶
道
辞
典
』 

淡
交
社 

一
九
七
九
年

・ 
「
茶
と
禅
（
そ
の
一
）
―
茶
禅
融
合
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
―
」 

芳
賀
幸
四
郎 

『
茶
道
文
化
研
究 

第
三

　
輯
』
　
一
九
八
八
年
　
裏
千
家
今
日
庵
文
庫

・ 

『
伊
是
名
村
史
・
中
巻
・
島
の
古
文
書
』 

伊
是
名
村
史
編
集
委
員
会
編 

一
九
八
八
年 

伊
是
名
村

・ 

『
首
里
城
入
門
―
そ
の
建
築
と
歴
史
―
』 

首
里
城
研
究
グ
ル
ー
プ
編 

一
九
八
九
年 

ひ
る
ぎ
社

・ 

「
大
名
茶
の
形
成
と
島
津
氏
」
上
原
兼
善
『
日
本
研
究 

五
一
八
号
』
二
〇
〇
五
年

・ 

『
開
館
三
〇
周
年
記
念
秋
季
特
別
展
　
わ
び
茶
の
誕
生
―
朱
光
か
ら
利
休
ま
で
―
』
図
録
　

二
〇
〇
九
年
　
茶
道
資
料
館
　

 

年
、
濵
村
良
美
氏
「
琉
球
王
府
と
茶
と
茶
道
具
―
王
国
時
代
の
文
献
を
中
心
と
し
た
考
察
―
」
金
沢

工
芸
美
術
大
学
平
成
１
８
年
卒
業
論
文
二
〇
〇
六
年
、
岡
本
弘
道
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
茶
文
化
の

重
層
性
」
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
二
〇
一
一
年
が
あ
る
。
な
お
、
表

題
に
つ
い
て
は
、
琉
球
の
茶
文
化
と
禅
宗
僧
侶
と
の
関
わ
り
や
喜
舎
場
氏
と
平
敷
氏
の
研
究
を
底
本

と
し
た
こ
と
か
ら
「
茶
の
湯
」
で
は
な
く
「
茶
道
」
の
語
を
用
い
た
。 

（
２
）（
１
）
平
敷
令
治
氏
「
琉
球
国
の
茶
人
と
御
茶
道
（
一
）」
よ
り
転
記
し
た
。 

（
３
）
台
子
は
茶
湯
棚
に
代
わ
り
座
敷
に
点
茶
道
具
を
据
え
置
く
棚
で
、
風
炉
・
釜
以
下
階
具
一
式
を
飾
る
。

元
来
、
中
国
禅
院
で
使
用
さ
れ
、
南
浦
紹
明
和
尚
が
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
に
帰
朝
し
て
持
ち
帰

り
、
後
に
大
徳
寺
に
伝
わ
り
書
院
茶
（
広
間
）
の
台
子
飾
と
な
っ
た
こ
と
が
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
、

近
年
、
据
え
付
け
の
茶
湯
棚
と
同
様
に
可
動
式
の
茶
湯
棚
が
あ
り
直
接
台
子
へ
と
発
展
し
て
道
具
も

小
型
化
し
た
説
が
あ
る
（
神
津
朝
雄
「
台
子
成
立
に
つ
い
て
の
試
論
」『
研
究
紀
要
―
第
７
号
』
野
村

美
術
館
一
九
九
八
年
）。 

（
４
）（
１
）
喜
舎
場
一
隆
氏
「
琉
球
に
お
け
る
茶
道
―
三 

茶
湯
芸
道
の
成
立
」
参
照
。
輸
入
品
に
関
す
る

品
目
等
に
つ
い
て
も
『
御
令
条
写
』
巻
一
記
載
の
内
容
を
同
書
よ
り
転
記
し
た
。
割
註
は
一
行
に
し

た
。 

（
５
）
徳
川
義
宣
氏
は
『
琉
球
漆
工
藝
』（
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
七
七
年 

三
三
～
三
四
頁
）
で
同
史
料
を

と
り
あ
げ
、
注
文
が
中
国
製
品
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
と
、
当
時
琉
球
に
在
る
道
具
を
念
頭

に
お
い
た
注
文
で
あ
る
と
推
測
し
た
。
食
籠
と
台
の
組
み
合
わ
せ
が
中
国
に
あ
る
こ
と
も
否
定
し
て

い
る
。 

（
６
）（
４
）（
５
）
に
同
じ
。 

（
７
）
土
田
美
緒
子
『
―
資
料
紹
介
―
「
御
数
寄
御
成
の
記
」（
仮
題
）』『
尚
古
集
成
館
紀
要
第
４
号
』
一
九

九
〇
年 

二
六
頁
。 

（
８
）
中
つ
き
金
・
茶
杓
金
・
金
ノ
臺
天
目
・
金
水
サ
シ
・
金
柄
杓
立
・
金
釜
・
金
ノ
ふ
ろ
・
水
こ
ほ
し
金
・

蓋
置
金
と
あ
り
、
尾
張
徳
川
家
伝
世
品
に
は
三
代
将
軍
家
光
の
娘
千
代
姫
嫁
入
り
道
具
の
純
金
台
子

階
具
一
具
が
あ
る
。 

（
９
）
筆
者
は
安
里
進
氏
と
共
著
に
よ
り
近
世
琉
球
王
府
貝
摺
奉
行
所
の
中
央
卓
と
食
籠
に
つ
い
て
、
文
様
・

サ
イ
ズ
が
規
格
化
・
定
形
化
さ
れ
た
標
準
タ
イ
プ
を
中
心
と
し
た
漆
器
が
製
作
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。『
漆
工
史
第
１
９
号
』
一
九
九
六
年 

二
五
頁
、『
漆
工
史
第
２
１
号
』
一
九
九

八
年 

一
三
頁 

漆
工
史
学
会
。 

（
10
）
一
六
～
一
七
世
紀
の
琉
球
製
漆
器
と
さ
れ
る
資
料
や
金
工
品
で
琉
球
の
最
高
神
女
の
聞
得
王
君
簪
、 

 
 
 

や
香
炉
に
「
天
形
」
や
「
分
銅
形
」
が
刻
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。
琉
球
王
府
関
係
を
表
す
と
さ
れ
る
。

参
考
前
掲
（
５
）『
琉
球
漆
工
藝
』
八
〇
頁
。 

（
11
）
近
年
、
浦
添
市
美
術
館
や
首
里
城
を
管
理
す
る
沖
縄
美
ら
島
財
団
所
蔵
の
円
形
食
籠
の
Ｘ
線
撮
影
や

修
復
時
の
欠
損
部
分
の
観
察
が
行
わ
れ
、
琉
球
で
は
一
六
世
紀
こ
ろ
か
ら
連
綿
と
倦
胎
技
法
に
よ
る

素
地
製
作
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。 

（
12
）
沖
縄
美
ら
島
財
団
（
旧
首
里
城
管
理
財
団
）
は
平
成
一
三
年
度
か
ら
一
五
年
度
に
か
け
て
の
首
里
城

正
殿
御
飾
に
関
わ
る
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る
。
行
事
と
道
具
の
調
査
と
復
元
は
現
在
も
継
続

し
て
い
る
事
業
で
あ
る
。 

（
13
）
円
形
二
段
食
籠
に
は
古
琉
球
タ
イ
プ
と
王
族
家
紋
タ
イ
プ
が
あ
る
。
安
里
進
・
金
城
聡
子
「
近
世
琉

球
の
八
角
・
円
形
二
段
食
籠
の
用
途
と
様
式
―
貝
摺
奉
行
所
関
係
文
書
の
分
析
―
」『
漆
工
史
第
２
１

号
』
漆
工
史
学
会 

一
九
九
八
年 
二
〇
頁
。 

（
14
）
豊
見
山
和
行 

〔
史
料
紹
介
〕「
琉
球
王
国
王
家
年
中
行
事 

正
月
式
之
内
」『
浦
添
市
立
図
書
館
紀

要
Ｎ
Ｏ
２
』
一
九
九
〇
年 

五
六
頁
。
明
治
二
五
年
（
一
八
九
五
）
に
書
写
さ
れ
た
。 

       
『琉球王国王家年中行事 正月式之

内』浦添市立図書館所蔵 

『琉球王国王家年中行事 正月
式之内』浦添市立図書館所蔵

(

九)



－ 81 － － 82 －

四
．
ま
と
め
に
か
え
て

　
小
稿
で
は
琉
球
の
茶
道
文
化
の
場
面
か
ら
道
具
に
焦
点
を
あ
て
、
琉
球
製
漆
器

の
利
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　
近
世
初
期
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
稽
古
道
具
や
島
津
氏
の
唐
物
注
文
品
か
ら
琉

球
の
茶
道
文
化
の
受
容
と
道
具
の
需
要
を
確
認
し
た
。
例
え
ば
、
薩
摩
藩
の
御
成

り
で
天
目
台
や
青
貝
の
道
具
に
琉
球
製
漆
器
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
も
残
る
と
考

え
た
。

　
近
世
中
期
以
降
の
首
里
城
正
月
儀
式
で
は
台
子
飾
に
琉
球
製
天
目
台
や
請
盆
・

足
付
丸
盆
を
用
い
た
作
法
が
あ
り
、
他
方
で
天
目
茶
碗
と
天
目
台
は
中
国
茶
や
日

本
茶
の
茶
器
で
も
あ
っ
た
。

　
薩
摩
藩
在
番
奉
行
の
招
請
で
は
初
期
か
ら
茶
事
が
催
さ
れ
、
南
殿
・
書
院
は
じ

め
部
屋
飾
の
道
具
と
し
て
印
籠
・
盆
・
料
紙
箱
・
筆
架
・
沈
箱
な
ど
の
漆
器
が
あ

る
が
、
堆
朱
は
「
堆
錦
あ
ん
は
い
堆
朱
」
の
貝
摺
奉
行
所
製
漆
器
の
可
能
性
が
残
っ

た
。
ま
た
、
暑
中
見
舞
や
寒
中
見
舞
の
時
は
同
奉
行
所
の
貝
摺
料
紙
箱
・
貝
摺
沈

箱
・
貝
摺
硯
屏
を
用
い
招
請
の
目
的
・
用
件
に
よ
り
道
具
に
差
異
が
あ
っ
た
。
台

子
飾
の
内
容
や
点
前
道
具
は
不
明
だ
が
、
茶
入
を
の
せ
る
四
方
盆
や
棗
・
香
合
と

い
っ
た
漆
器
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
茶
席
に
中
央
卓
を
使
用
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
御
茶
屋
御
殿
（
東
苑
）
や
離
宮
の
敷
名
園
、
上
流
士
族
の
屋
敷
で

も
茶
の
湯
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
内
の
茶
文
化
そ
の
も
の
と
道
具
を
め

ぐ
る
状
況
を
史
料
に
求
め
る
課
題
が
残
る
。
先
行
研
究
を
頼
り
に
小
稿
を
ま
と
め

て
み
た
が
、
献
上
品
や
贈
答
品
、
伝
世
品
の
現
存
資
料
を
解
析
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
せ
め
て
末
尾
に
小
稿
の
茶
道
具
に
関
連
す
る
琉
球
漆
器
を
浦
添
市
美
術

館
所
蔵
品
（
図
４
～
11
）
に
求
め
散
見
し
、コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
課
題
と
し
た
い
。

　
関
係
者
に
御
一
読
い
た
だ
き
、
御
教
示
・
御
叱
正
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
御

助
言
と
資
料
提
供
を
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

【
註
】

（
１
）
琉
球
の
茶
道
研
究
は
琉
球
史
の
一
部
と
し
て
喜
舎
場
一
隆
氏
「
琉
球
に
お
け
る
茶
道
」
『
九

州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
三
十
五
号
』
一
九
九
〇
年
と
平
敷
令
治
氏
「
琉
球
国
の
茶
人
と
御

茶
道
（
一
）
～
（
四
）
」『
孤
峰
―
江
戸
千
家
の
茶
道
』
二
〇
〇
一
年
三
月
～
六
月
号
に
詳
し
い
。

ま
た
、
Ｈ
・
Ｓ
・
ヘ
ン
ネ
マ
ン
氏
「
琉
球
王
朝
の
茶
の
湯
―
受
容
史
に
お
け
る
喜
安
の
実
像

と
利
休
流
伝
来
の
一
考
察
―
」
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
大
学
院
芸
術
文
化
学
研
究
科
（
編
）『
沖

縄
か
ら
芸
術
を
考
え
る
』
榕
樹
書
林
一
九
九
八
年
、
濵
村
良
美
氏
「
琉
球
王
府
と
茶
と
茶
道

具
―
王
国
時
代
の
文
献
を
中
心
と
し
た
考
察
―
」
金
沢
工
芸
美
術
大
学
平
成
十
八
年
卒
業
論

文
二
〇
〇
六
年
、
岡
本
弘
道
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
茶
文
化
の
重
層
性
」
関
西
大
学
文
化
交

渉
学
教
育
研
究
拠
点
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
二
〇
一
一
年
が
あ
る
。
な
お
、
表
題
に
つ
い
て
は
、
琉

球
の
茶
文
化
と
禅
宗
僧
侶
と
の
関
わ
り
や
喜
舎
場
氏
と
平
敷
氏
の
研
究
を
底
本
と
し
た
こ
と

か
ら
「
茶
の
湯
」
で
は
な
く
「
茶
道
」
の
語
を
用
い
た
。

（
２
）
（
１
）
喜
舎
場
一
隆
「
琉
球
に
お
け
る
茶
道
」
よ
り
転
記
し
た
。
一
部
の
文
字
は
（
１
）
平

敷
令
治
「
琉
球
国
の
茶
人
と
御
茶
道
（
一
）
」
を
採
用
し
た
。

（
３
）
台
子
棚
は
茶
湯
棚
に
代
わ
り
座
敷
な
ど
に
点
茶
道
具
を
据
え
置
く
棚
で
、
風
炉
・
釜
以
下
階

具
一
式
を
飾
る
。
元
来
、
中
国
禅
院
で
使
用
さ
れ
、
南
浦
紹
明
和
尚
が
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

に
帰
朝
し
て
持
ち
帰
り
、
後
に
大
徳
寺
に
伝
わ
り
書
院
茶
（
広
間
）
の
台
子
飾
と
な
っ
た
こ

と
が
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
、
据
え
付
け
の
茶
湯
棚
と
同
様
に
可
動
式
の
茶
湯
棚
が

あ
り
直
接
台
子
へ
と
発
展
し
て
道
具
も
小
型
化
し
た
説
が
あ
る
（
神
津
朝
雄
「
台
子
成
立
に

つ
い
て
の
試
論
」
『
研
究
紀
要
―
第
７
号
』
野
村
美
術
館
一
九
九
八
年
）
。

（
４
）
（
１
）
喜
舎
場
一
隆
氏
「
琉
球
に
お
け
る
茶
道
―
三
　
茶
湯
芸
道
の
成
立
」
参
照
。
輸
入
品

に
関
す
る
品
目
等
に
つ
い
て
も
『
御
令
条
写
』
巻
一
記
載
の
内
容
を
同
書
よ
り
転
記
し
た
。

割
註
は
一
行
に
し
た
。

（
５
）
徳
川
義
宣
氏
は
『
琉
球
漆
工
藝
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
七
七
年 

三
三
～
三
四
頁
）
で
同

史
料
を
と
り
あ
げ
、
注
文
が
中
国
製
品
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
と
、
当
時
琉
球
に
在

る
道
具
を
念
頭
に
お
い
た
注
文
で
あ
る
と
推
測
し
た
。
食
籠
と
台
の
組
み
合
わ
せ
が
中
国
に

あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
し
、
添
う
な
ら
ば
盆
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
（
４
）
（
５
）
に
同
じ
。

（
７
）
土
田
美
緒
子
『
―
資
料
紹
介
―
「
御
数
寄
御
成
の
記
」（
仮
題
）
』『
尚
古
集
成
館
紀
要
第
四
号
』

一
九
九
〇
年
　
二
六
頁
。

（
８
）
「
中
つ
き
金
・
茶
艦
金
・
金
ノ
莞
天
目
・
金
水
サ
シ
・
金
柄
杓
立
・
金
釜
・
金
ノ
ふ
ろ
・
水

こ
ほ
し
金
・
蓋
置
金
」
と
あ
り
、
尾
張
徳
川
家
伝
世
品
に
は
三
代
将
軍
家
光
の
娘
千
代
姫
嫁

入
り
道
具
の
純
金
台
子
階
具
一
具
が
あ
る
。
『
大
名
の
茶
の
湯
』
一
九
九
二
年
徳
川
美
術
館
。

（
９
）
筆
者
は
安
里
進
氏
と
共
著
に
よ
り
近
世
琉
球
王
府
貝
摺
奉
行
所
の
中
央
卓
と
食
籠
に
つ
い
て
、

(

八)
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試論　琉球の茶道にみる琉球漆器

で
あ
る
。
琉
球
で
は
こ
の
技
法
を
「
堆
朱
」
と
し
て
薩
摩
へ
進
上
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
御
座
飾
帳
の
堆
朱
が
如
何
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
課
題

が
残
る
。

　
印
籠
は
装
身
具
と
し
て
流
行
し
た
携
帯
型
で
は
な
く
本
来
の
箱
型
で
あ
ろ
う
。

先
に
表
２
の
寒
中
見
舞
は
略
式
と
し
た
が
料
紙
箱
・
沈
箱
・
硯
屏
の
冠
に
「
貝
摺
」

と
あ
り
、
貝
摺
奉
行
所
製
か
螺
鈿
技
法
あ
る
い
は
両
方
を
表
す
と
思
わ
れ
、
筆
者

は
後
者
と
考
え
る
。こ
こ
に
記
載
が
な
い
台
子
一
組
と
御
茶
具
一
揃
に
は
台
子
棚
・

天
目
台
・
棗
な
ど
薄
茶
器
・
四
方
盆
・
香
合
な
ど
の
漆
器
が
考
え
ら
れ
、
会
席
の

膳
・
椀
、
菓
子
器
と
い
っ
た
道
具
も
使
用
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど

の
道
具
が
琉
球
製
で
あ
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
那
覇
士
族
の
御
仮
屋
守
日
記
一
八
六
〇
年
（
咸
豊
十
）
の
十
月
七
日
に
も
薩
摩

在
番
奉
行
招
請
の
記
載
が
あ
る
。
（
22
）

道
具
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
御
奉
行

と
御
役
々
衆
の
進
上
物
の
お
披
露
目
が
あ
り
、
御
奉
行
は
三
献
之
御
式
、
そ
の
後

に
御
着
替
所
で
御
茶
と
多
葉
粉
を
召
し
あ
が
る
。
そ
の
間
、
御
役
々
衆
は
対
面
所

二
之
間
で
料
理
を
頂
戴
す
る
。
御
奉
行
は
御
書
院
之
式
、
御
鎖
之
間
之
式
、
再
び

御
書
院
後
之
式
を
済
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
近
世
末
期
に
も
首
里
城
内
で
こ
の
よ
う

な
も
て
な
し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
御
座
飾
帳
の
よ
う
な
座
敷
飾
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
大
名
家
の
茶
の
湯
で
は
、
殿
中
の
書
院
（
広
間
）
や
草
庵
形
式
、
侘
び
茶
形
式

の
茶
室
な
ど
様
々
な
空
間
が
あ
っ
た
。
首
里
城
内
で
も
こ
れ
に
近
い
南
風
御
殿
と

書
院
の
広
間
が
あ
り
、
内
炉
の
間
が
あ
る
。
侘
び
茶
室
は
特
定
で
き
な
い
が
、
島

津
か
ら
尚
敬
王
へ
贈
ら
れ
た
数
寄
家
の
よ
う
な
茶
室
も
城
内
あ
る
い
は
城
外
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
首
里
城
の
茶
道
具
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
表
道
具
の
ほ
か
に
、

当
然
な
が
ら
国
王
自
身
と
そ
の
家
族
ら
が
私
的
に
用
い
る
奥
道
具
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

(

七)

は
南
風
御
殿
（
南
殿
）・
御
右
筆
座
・
御
取
（
執
）
付
之
間
・
御
番
所
・
御
着
（
替
）

詰
所
・
御
書
院
・
御
茶
之
間
・
楽
之
間
・
十
間
之
間
・
内
炉
之
間
・
御
鎖
之
間
・
　

裏
御
座
の
順
に
記
載
が
あ
る
。
暑
気
・
寒
気
御
見
舞
の
時
は
御
鎖
之
間
や
御
書
院

が
先
に
記
載
さ
れ
、
御
右
筆
座
と
御
取
（
執
）
付
之
間
の
二
部
屋
が
省
略
と
な
り

違
棚
の
飾
道
具
も
若
干
省
略
さ
る
。

　
違
棚
は
南
風
御
殿
と
御
書
院
に
あ
り
、
御
床
に
は
掛
（
懸
）
物
と
活
花
を
飾
る
。

違
棚
は
南
風
御
殿
で
は
南
北
中
下
段
に
飾
道
具
と
茶
壺
を
、
御
書
院
で
は
上
中
下

段
に
道
具
を
飾
る
。
続
く
御
右
筆
座
と
御
茶
之
間
に
は
台
子
一
組
に
茶
道
具
を
揃

え
る
が
、
飲
茶
の
場
か
、
あ
る
い
は
茶
を
整
え
て
別
室
へ
運
び
出
し
た
と
思
わ
れ

る
。
一
方
、
内
炉
之
間
で
は
床
飾
り
と
同
室
北
壁
に
本
台
子
一
組
と
御
茶
道
具
揃

が
あ
る
。
客
の
前
で
点
前
を
披
露
す
る
主
客
同
座
の
茶
を
行
う
た
め
、
通
常
の
台

子
よ
り
も
格
の
高
い
本
台
子
を
使
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
台
子
は
前
述
し

た
寛
永
五
年
の
島
津
氏
注
文
品
に
「
台
子
黒
ぬ
り
青
貝
の
間
」
と
あ
り
、
黒
の
真

塗
り
か
青
貝
製
と
あ
る
の
で
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
御

取
（
執
）
付
之
間
や
楽
之
間
は
刀
を
外
し
身
支
度
す
る
場
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

丁
子
香
を
焚
く
丁
子
風
呂
や
刀
掛
を
置
い
た
。

　
こ
の
表
の
茶
道
具
全
体
か
ら
み
る
と
漆
器
の
利
用
は
、
違
棚
に
飾
る
堆
朱
印
籠

と
盆
・
手
鑑
の
請
盆
・
料
紙
箱
・
沈
箱
・
硯
屏
と
台
子
棚
が
あ
る
。
ほ
か
の
五
件

の
招
請
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
堆
朱
は
何
層
に
も
漆
を
塗
り
重
ね
厚
い
層
に
し
て
表
面
に
文
様
を
彫
り
込
む
技

法
で
大
和
で
は
唐
物
漆
器
で
珍
重
さ
れ
て
い
る
。
一
八
七
〇
年
（
同
治
九
）
の
貝

摺
奉
行
所
の
製
作
仕
様
書
に
は
御
床
御
飾
用
の
「
堆
朱
御
料
紙
箱
硯
箱
」
や
「
堆

朱
重
々
香
合
壱
組
大
香
餅
七
百
四
拾
粒
入
請
台
盆
共
」
が
あ
る
。
一
見
、
琉
球
に

お
い
て
も
堆
朱
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
（
21
）

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
「
真
塗
下

地
に
堆
錦
あ
ん
は
い
堆
朱
塗
」
と
あ
り
、
漆
と
顔
料
を
調
合
し
た
シ
ー
ト
状
の
堆

錦
餅
に
堆
朱
風
に
凹
凸
の
あ
る
文
様
を
つ
け
、
器
物
の
表
面
に
貼
り
付
け
る
技
法
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壺
茶
入
を
請
け
る
四
方
盆
に
漆
器
が
用
い
ら
れ
る
が
、
台
子
や
書
院
の
棚
飾
り
な

ど
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
台
子
棚
を
用
い
な
い
、
わ
び
茶
の
可
能
性
も
あ
る
。

　
一
六
六
九
年
か
ら
一
七
〇
九
年
ま
で
四
十
一
年
間
在
位
し
た
尚
貞
王
時
代
は
、

国
王
は
じ
め
重
臣
等
も
茶
道
を
嗜
ん
だ
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
、
国
王
が
薩

摩
の
御
家
老
諏
方
木
右
衛
門
尉
に
宛
て
た
書
簡
に
は
東
風
平
親
方
の
帰
国
時
に
茶

道
書
四
冊
、
同
軸
物
三
巻
、
飛
鳥
川
耳
付
御
茶
入
と
粟
田
焼
御
茶
入
を
受
け
取
っ

た
こ
と
や
、
喜
安
の
高
弟
伊
野
波
親
方
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
飛
鳥
川
と
は
飛

鳥
川
手
の
古
瀬
戸
焼
で
、
粟
田
焼
と
は
京
都
粟
田
口
で
焼
か
れ
た
和
物
茶
入
で
あ

る
。
琉
球
で
和
物
の
道
具
を
移
入
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
（
18
）

　
尚
貞
王
は
一
六
七
七
年
に
首
里
城
東
の
崎
山
に
別
邸
「
東
苑
」
後
の
御
茶
屋
御

殿
を
建
設
し
、
国
王
主
催
の
茶
礼
を
催
し
た
。
ま
た
、
一
六
九
二
年
に
内
裏
に
御

数
寄
家
を
造
り
、
官
人
に
も
茶
を
ふ
る
ま
っ
た
と
い
う
。
南
殿
を
再
建
し
た
尚
益

王
も
茶
人
で
官
人
へ
の
褒
章
と
し
て
茶
道
具
を
与
え
た
。

　
二
回
目
の
南
殿
再
建
後
一
七
三
八
年
に
は
島
津
吉
貴
公
か
ら
尚
敬
王
へ
御
数
寄

家
い
わ
ゆ
る
茶
室
が
贈
ら
れ
た
。
御
数
寄
家
の
設
置
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ

の
普
請
奉
行
神
村
親
雲
上
盛
陳
は
王
の
命
に
よ
り
唐
御
門
・
御
腰
掛
・
御
待
合
・

御
水
屋
等
を
造
営
し
た
。
本
格
的
な
茶
室
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
19
）

　
さ
ら
に
、
南
殿
と
書
院
の
座
敷
飾
を
記
し
た
「
御
座
飾
帳
」
が
あ
る
。
（
20
）

尚

穆
三
十
九
年
（
一
七
九
〇
）
七
月
か
ら
同
四
十
二
年
（
一
七
九
三
）
正
月
に
至
る

七
回
に
つ
い
て
薩
摩
藩
在
番
奉
行
の
招
請
の
記
録
で
あ
る
。
内
容
は
在
番
奉
行
お

よ
び
付
役
衆
の
着
任
と
退
任
、
年
頭
挨
拶
、
暑
中
見
舞
、
寒
中
見
舞
で
三
部
屋
に

台
子
と
茶
道
具
を
備
え
、
前
述
の
伊
東
二
右
衛
門
尉
裕
昌
ら
の
招
請
の
よ
う
に
茶

事
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
七
九
三
年
（
乾
隆
五
十
七
）
五
月
の

奉
行
平
田
孫
太
郎
初
御
招
請
と
同
年
十
二
月
の
寒
気
御
見
舞
に
つ
い
て
、
招
請
の

用
件
・
場
所
・
飾
道
具
を
表
１
・
２
に
し
た
。

　
部
屋
は
十
二
室
は
あ
っ
た
様
子
で
、
付
役
衆
の
着
任
と
退
任
、
年
頭
挨
拶
の
時

(

六)

表１　1792年　初而御招請之時 表２　1792年　御奉行寒気御見舞之時

御　道　具 御　道　具

御懸物三幅　養朴筆 御掛物一幅古法眼筆

三具足立花三瓶 活花

南　堆朱御印籠盆ニ載せ 上　喚鐘

北　鉄枴仙 左　執木

中　御手鑑一折御歌仙盆ニ載せ 下　貝摺御料紙箱

下　銅之獅子 御掛物一幅秋月筆　

ひすきの内　御葉茶壺 活花

北表六尺縁六帖敷一番目壁本御奉行様御腰物懸居 御掛物一幅常信筆　

御右筆座 銅之獅子

北表高敷壁本御役々衆刀懸居 同所北表壁本台子一組　御茶具揃

同所西表壁本丁子風呂居 御掛物一幅唐寅筆　

御掛物一幅梁高筆 活花

活花 上　御手巻一軸幽泉筆盆ﾆ載せ

御懸物一幅周信筆　 中　貝摺沈箱

活花 下　銅之岩組

御懸物二幅　僧牧溪筆　 楽之間 南表大小掛床下御奉行様御□□(横)(物)掛居

対立花 御茶之間 台子一組　　御茶具揃

上　御手巻一軸劉松年筆盆ﾆ載せ 御掛物一幅章声筆

中　鏡　硯屏 貝摺硯屏

下　御料紙箱 上　御手鏡一折　子昂筆

御茶之間 南　堆朱御印籠

下　銅之獅子

十間之間 南表壁本役々衆刀掛居

御掛物一幅永徳筆　 御掛物一幅孫億筆　

銅之岩組 硯屏

御着替所 御床 御掛物一幅益信之筆　

御懸物一幅益王筆

活花

上　執木　喚鐘　払子

下　硯　筆架　筆　水瓶　墨　料紙　硯屏　　筆洗 「御座飾帳」　＊『沖縄県立博物館紀要 第８号』1982年より編集

御掛物一幅秋月筆　 「御座飾帳」　＊太字は漆器と想定できるもの。御茶具揃を含む。

活花
裏御座

台子一組　　御茶具揃

御床

同所北表壁本台子一組　御茶具揃

台子一組　　御茶具揃

十間之間襖間之本御役々衆刀懸居

南壁本大小掛床下御奉行様御腰物懸居

御床
内炉之間

御書院

御床

御床

御床

御執付
之間

御番所

御着詰
（替）所

用　件：乾隆五拾七年（１７９２）壬子御奉行平田孫太郎様初而
　　　　御招請之時　＊五月

用　件：乾隆五十七年（１７９２）壬子御奉行平田孫太郎様御
　　　　役々衆寒気御見舞之時　＊十二月

場　所
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押板
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試論　琉球の茶道にみる琉球漆器

の
図
も
あ
る
。
（
15
）

ま
た
、
伊
是
名
銘
苅
家
の
道
具
は
同
治
九
年
（
一
八
七
〇
）
の

近
世
末
期
に
玉
御
殿
公
事
清
明
祭
を
実
施
す
る
た
め
王
府
が
下
賜
し
た
。
墓
前
に

備
え
る
天
目
茶
碗
に
は
「
半
山
」「
頂
尖
」
と
い
う
唐
御
茶
（
中
国
茶
）
や
「
山
吹
」

「
朝
日
」
と
い
う
銘
柄
の
和
御
茶
（
日
本
茶
）
を
供
え
た
。
（
16
）

　
近
世
王
府
の
茶
は
、
時
代
と
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、
そ
の
目
的
や
場
面

に
よ
り
中
国
茶
や
日
本
茶
、
煎
茶
と
抹
茶
を
使
い
分
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、

天
目
茶
碗
と
天
目
台
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
道
具
類
も
琉
球
独
自
の
使
用
法
が
生

ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
首
里
城
南
殿
・
書
院
の
茶
道
具

　
首
里
城
南
殿
は
年
賀
の
儀
式
を
は
じ
め
日
本
式
の
諸
行
事
が
あ
り
、
国
王
も

度
々
出
御
し
た
。
薩
摩
藩
在
番
奉
行
の
接
待
所
で
も
あ
る
。
創
建
は
薩
摩
支
配
後

の
天
啓
年
間
（
一
六
二
一
～
二
七
年
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
で
は
そ
れ
以
前

に
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
二
階
建
て
で
番
所
や
書
院
、
近
習
詰

所
な
ど
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
首
里
城
は
一
四
五
四
年
第
二
尚
氏
王
統
以
後
に
尚

質
王
十
三
年
（
一
六
六
〇
）
と
尚
貞
王
四
十
一
年
（
一
七
〇
九
）
の
二
回
焼
失
し
、

二
回
目
は
尚
益
王
三
～
尚
敬
王
三
年
（
一
七
一
二
～
一
七
一
五
年
）
に
再
建
さ
れ

た
が
、
内
部
は
日
本
色
の
濃
い
造
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
南
殿
焼
失
以
前
の
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
十
二
月
七
日
に
、
琉
球
に
派
遣

さ
れ
た
伊
東
二
右
衛
門
尉
裕
昌
（
肥
後
守
）
ら
の
日
記
に
国
王
の
招
き
で
金
武
王

子
の
茶
事
に
赴
い
た
記
録
が
あ
る
。
茶
事
が
執
り
行
わ
れ
た
場
所
と
し
て
喜
舎
場

一
隆
氏
は
首
里
城
内
の
数
寄
家
を
平
敷
令
治
氏
は
南
殿
の
御
茶
の
間
を
想
定
し
て

い
る
。
（
17
）

雪
月
七
日
雲

一
．
四
ツ
過
ニ
首
里
之
仮
屋
ま
て
参
、
則
国
司
よ
り
国
頭
を
以
城
へ
可
二

罷
上
一

之
由
被
レ

仰
候
。
金
武
王
子
・
玉
城
・
為
右
衛
門
尉
殿
同
心
申
、
玄
関
へ
は
い

り
候
。
頓
而

国
司
被
レ

成
二

御
出
一

候
。
そ
れ
よ
り
御
数
寄
屋
へ
は
い
り
候
。
掛

物
一
休
、
釜
二

（

日

本

）
方
釜
、
会
席
進
上
申
候
雁
之
汁
、
花
は
ぼ
た
ん
、
椿
し
ら
た
ま
、

花
入
セ
ん
し
の
き（

砧

）

ん
た
、
茶
入
丸
壺
、
四
ほ
う
ほ
ん
二

す
ハ
る
、
御
□
□
過
候

而

、
於
二

書
院
一

立
花
仕
候
。
そ
れ
よ
り
琉
球
之
が

（

楽

）く
御
う
た
ひ
と
も
御
座
候
而

罷
立
候
。

　
数
寄
屋
に
は
床
に
一
休
墨
跡
を
掛
け
、
日
本
の
釜
を
据
え
置
き
、
四
方
盆
に
丸

壺
茶
入
を
座
ら
せ
る
。
会
席
に
雁
之
汁
が
振
舞
わ
れ
、
砧
青
磁
の
花
入
に
牡
丹
と

白
玉
椿
が
入
っ
て
い
た
。
茶
と
会
席
の
後
に
書
院
で
立
花
が
催
さ
れ
琉
球
の
音
曲

が
披
露
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
カ
月
後
の
翌
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
正
月
の
二

月
十
一
日
に
も
同
じ
メ
ン
バ
ー
が
招
か
れ
、
床
は
琉
球
の
事
を
書
い
た
掛
物
、
茶

入
は
京
焼
、
日
本
の
釜
を
据
置
、
釣
舟
の
花
入
に
春
菊
・
燕
子
花
・
柳
を
入
れ
て

い
た
。
前
項
の
薩
摩
藩
御
成
り
を
参
考
に
す
る
と
、
数
寄
家
で
会
席
と
御
茶
を
頂

き
、
寝
殿
（
書
院
）
で
琉
球
音
楽
を
聴
く
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
こ
こ
で
は
丸
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太
□
様
之
上
御
茶
碗
」
と
記
載
が
あ
る
。
台
子
天
板
右
に
足
付
丸
盆
に
帛
服
を
着
せ
た
茶
入

を
の
せ
、
中
央
手
前
に
茶
巾
と
も
と
れ
る
不
明
な
三
角
物
、
左
足
付
丸
盆
の
上
に
天
目
台
と

蓋
付
茶
碗
を
置
く
。
地
板
に
は
右
に
水
指
で
は
な
く
水
注
、
中
央
に
杓
立
と
柄
杓
、
左
に
風

炉
釜
を
据
え
る
。
台
子
左
に
「
朱
引
之
通
金
之
六
枚
屏
風
片
召
引
之 

三
ツ
御
飾
之
時
御
天

目
御
下
添
候
丸
盆
一
枚
二
ツ
御
飾
之
時
者
一
枚
引
之
」
と
あ
り
、
図
左
に
鍵
形
で
朱
線
を
引

く
。
朱
線
の
位
置
に
六
枚
屏
風
を
立
て
台
子
飾
を
設
置
し
、
二
ツ
御
飾
で
は
丸
盆
が
一
枚
省

略
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
台
子
棚
は
黒
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
格
の

高
い
黒
塗
の
真
台
子
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
風
炉
は
足
付
き
で
琉
球
風
炉
の
形

状
と
似
て
い
る
。
琉
球
風
炉
と
は
表
千
家
六
代
原
叟
宗
左
覚
々
斉
（
一
六
七
八
～
一
七
三
〇

年
）
が
唐
銅
琉
球
作
の
風
炉
を
好
み
田
口
釡
を
用
い
た
こ
と
が
習
い
で
あ
る
。 

こ
の
正
月
規
式
を
具
体
的
に
記
し
た
史
料
に
『
琉
球
国
王
家
年
中
行
事 

正
月
式
之
内
』

（
推
定
一
七
一
九
～
一
七
九
九
年
）
が
あ
る
。（

１４
）

元
旦
未
明
か
ら
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
行

事
が
記
述
さ
れ
、
後
半
に
正
殿
下
庫
理
で
国
王
以
下
重
臣
が
御
酒
の
後
に
御
茶
を
飲
む
。
そ

の
作
法
は
、御
茶
道
が
茶
を
整
え
当
が
持
ち
出
し
親
方
へ
渡
し
さ
ら
に
三
司
官
へ
取
り
次
ぐ
。

御
茶
は
二
つ
重
ね
た
御
丸
盆
に
高
々
と
乗
せ
三
司
官
は
こ
れ
を
請
け
て
捧
げ
、
左
の
手
に
持

っ
て
蓋
を
取
り
、
親
方
が
捧
げ
て
い
る
菓
子
盆
へ
蓋
を
置
き
、
国
王
へ
御
丸
盆
を
進
め
る
。

国
王
が
御
天
目
を
下
す
と
受
け
、
蓋
を
被
せ
て
今
度
は
親
方
へ
御
茶
道
へ
と
引
い
て
戻
す
。

次
に
太
子
様
、
太
孫
様
へ
と
天
目
が
運
ば
れ
、
そ
の
後
は
次
々
と
序
列
に
従
い
御
茶
を
頂
戴

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
恭
し
い
茶
が
取
り
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
史
料
と

当
方
図
帳
の
道
具
は
一
致
す
る
。 

天
目
台
と
蓋
付
き
天
目
茶
碗
・
丸
盆
に
類
似
す
る
形
状
の
資
料
に
、
静
岡
県
清
見
寺
の
天

目
茶
碗
一
式
と
三
重
盆
、
那
覇
市
所
蔵
尚
家
資
料
の
朱
漆
巴
紋
七
宝
繋
沈
金
足
付
盆
大
・
中
・

小
一
式
、
伊
是
名
銘
苅
家
所
蔵
の
朱
漆
箔
巴
紋
天
目
台
や
足
付
盆
な
ど
の
道
具
が
あ
る
。
い

ず
れ
も
朱
塗
に
沈
金
や
箔
絵
技
法
で
左
巴
紋
が
あ
る
。 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
具
で
ど
の
よ
う
な
茶
が
飲
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。
琉
球
で
は
十
七
世

紀
こ
ろ
か
ら
中
国
茶
や
日
本
茶
が
普
及
し
て
琉
球
国
内
で
も
茶
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
１
５
）

茶
文
化
も
重
層
的
で
中
国
茶
や
煎
茶
の
飲
用
に
も
天
目
台
を
用
い
て
い
た
。
一
七
一
九

年
の
冊
封
副
使
徐
葆
光
の
『
中
山
伝
信
録
』
で
は
茶
碗
に
蓋
が
あ
り
、
朱
塗
か
黒
塗
で
天
目

台
の
作
り
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
茶
は
中
国
の
献
茶
法
で
、
国
内
の
茶
は
抹
茶
法

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
同
史
料
に
は
蓋
付
茶
碗
に
天
目
台
と
茶
筅
の
図
も
あ

る
。（
１
６
）

ま
た
、
伊
是
名
銘
苅
家
の
道
具
は
同
治
九
年
（
一
八
七
〇
）
の
近
世
末
期
に
玉
御
殿

公
事
清
明
祭
を
実
施
す
る
た
め
王
府
が
下
賜
し
た
が
、
墓
前
に
備
え
る
天
目
茶
碗
に
は
半
山

と
頂
尖
と
い
う
唐
御
茶
や
山
吹
と
朝
日
と
い
う
銘
柄
の
和
御
茶
を
供
え
た
。（

１７
） 

近
世
王
府
の
茶
は
、
時
代
と
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、
そ
の
目
的
や
場
面
に
よ
り
中

国
茶
や
日
本
茶
、
煎
茶
と
抹
茶
を
使
い
分
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
天
目
茶
碗
や
天
目

台
に
象
徴
す
る
よ
う
に
道
具
類
も
琉
球
独
自
の
使
用
法
が
生
ま
れ
た
と
思
と
わ
れ
る
。 

              

 

写真2 伊是名天目茶碗 
写真1 中山伝信録中の天目台座 



－ 85 － － 86 －

　
①
は
国
王
の
御
座
前
の
道
具
飾
り
で
あ
る
。
手
前
左
右
に
黒
塗
平
台
を
置
き

向
っ
て
正
面
右
四
方
盆
の
上
に
印
箱
、
左
に
軍
配
団
扇
と
采
配
、
そ
の
下
段
右
朱

塗
平
台
に
請
台
付
食
籠
、
足
付
盆
と
酒
器
等
、
左
朱
塗
平
台
に
二
重
に
重
ね
た
足

付
盆
に
足
の
付
い
た
盃
台
と
蓋
付
き
盃
（
椀
か
）
、
足
付
盆
に
瓶
を
四
つ
乗
せ
る
。

左
床
に
足
付
盆
と
そ
の
上
に
盃
台
・
盃
を
六
組
置
く
。
平
台
、
丸
櫃
、
四
方
盆
、

食
籠
、
足
付
盆
、
台
類
は
漆
器
で
、
食
籠
と
足
付
盆
に
は
朱
塗
に
左
巴
紋
が
あ
る
。

左
巴
紋
は
王
族
家
の
道
具
に
付
さ
れ
、
沈
金
や
箔
絵
の
金
色
と
考
え
ら
れ
る
。
（
12
）

　
②
は
正
殿
下
庫
理
の
人
の
座
席
表
と
物
の
配
置
図
で
あ
る
。
国
王
御
座
を
中
心

に
右
に
御
太
子
、
左
に
御
太
孫
、
規
檀
内
手
前
左
右
に
王
子
衆
と
按
司
衆
が
、
そ

の
外
に
三
司
官
・
親
方
・
申
口
と
続
く
。
畳
や
茣
蓙
な
ど
の
敷
物
を
表
す
の
か
全

体
に
升
目
が
あ
り
、
西
北
の
上
御
茶
之
間
に
台
子
飾
を
設
置
し
て
い
る
。
正
月
規

式
の
御
茶
の
時
分
に
こ
の
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
茶
の
台
子

飾
か
ら
国
王
ま
で
は
距
離
が
あ
る
。

　
③
は
さ
ら
に
②
の
「
莞
子
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
台
子
飾
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
し
て
い
る
。
台
子
右
床
上
に
は
足
付
丸
盆
に
乗
せ
た
天
目
台
と
蓋
付
茶
碗
が
二

組
あ
り
、
一
つ
は
「
御
太
子
様
上
御
茶
碗
」
も
う
一
つ
に
は
「
御
太
□
様
之
上
御

茶
碗
」
と
記
載
が
あ
る
。
台
子
天
板
右
に
足
付
丸
盆
に
帛
服
を
着
せ
た
茶
入
を
の

せ
、
中
央
手
前
に
茶
巾
と
も
と
れ
る
不
明
な
三
角
物
、
左
に
足
付
丸
盆
を
二
重
に

重
ね
て
天
目
台
と
蓋
付
茶
碗
を
置
く
。
地
板
に
は
右
に
水
指
で
は
な
く
水
注
、
中

央
に
艦
立
と
柄
艦
、
左
に
風
炉
釜
を
据
え
る
。
図
左
に
「
朱
引
之
通
金
之
六
枚
屏

風
片
召
引
之
　
三
ツ
御
飾
之
時
御
天
目
御
下
添
候
丸
盆
一
枚
二
ツ
御
飾
之
時
者
一

枚
引
之
」
と
あ
り
、
鍵
形
で
朱
線
を
引
く
。
朱
線
の
位
置
に
六
枚
屏
風
を
立
て
内

に
台
子
飾
を
設
置
し
、
正
月
は
こ
の
よ
う
な
三
ツ
御
飾
だ
が
、
二
ツ
御
飾
で
は
丸

盆
が
一
枚
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
台
子
棚
は
黒
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
格
の
高
い
黒
塗
の
真
台
子
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

風
炉
は
足
付
き
で
琉
球
風
炉
の
形
状
と
似
て
い
る
。
琉
球
風
炉
と
は
表
千
家
六
代

原
叟
宗
左
覚
々
斉
（
一
六
七
八
～
一
七
三
〇
年
）
が
唐
銅
琉
球
作
の
風
炉
を
好
み

田
口
釡
を
用
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
正
月
規
式
を
具
体
的
に
記
し
た
史
料
に
『
琉
球
国
王
家
年
中
行
事
　
正
月

式
之
内
』
（
推
定
一
七
一
九
～
一
七
九
九
年
）
が
あ
る
。
（
13
）

元
旦
未
明
か
ら
時
間

の
経
過
に
沿
っ
て
行
事
が
記
述
さ
れ
、
後
半
に
正
殿
下
庫
理
で
国
王
以
下
重
臣
が

御
酒
の
後
に
御
茶
を
飲
む
。
同
史
料
に
よ
る
と
そ
の
作
法
は
、
御
茶
道
が
茶
を
整

え
当
が
持
ち
出
し
親
方
へ
渡
し
、
さ
ら
に
三
司
官
へ
取
り
次
ぐ
。
御
茶
は
二
つ
重

ね
た
御
丸
盆
に
高
々
と
乗
せ
三
司
官
は
こ
れ
を
請
け
て
捧
げ
、
左
の
手
に
持
っ
て

蓋
を
取
り
、
親
方
が
捧
げ
て
い
る
菓
子
盆
へ
蓋
を
置
き
、
国
王
へ
御
丸
盆
を
進
め

る
。
国
王
が
御
天
目
を
下
す
と
受
け
、
蓋
を
被
せ
て
今
度
は
親
方
へ
御
茶
道
へ
と

引
き
戻
す
。
次
に
太
子
様
、
太
孫
様
へ
と
天
目
が
運
ば
れ
、
そ
の
後
は
次
々
と
序

列
に
従
い
御
茶
を
頂
戴
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
恭
し
い
茶
が
取

り
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
史
料
と
当
方
図
帳
の
③
「
上
御
茶
之
間
御
飾
之
図
」（
図

３
）
の
道
具
は
一
致
す
る
。

　
天
目
台
と
蓋
付
き
天
目
茶
碗
・
丸
盆
に
類
似
す
る
形
状
の
参
考
資
料
に
、
静
岡

県
清
見
寺
の
天
目
茶
碗
一
式
と
三
重
盆
、
那
覇
市
所
蔵
尚
家
資
料
の
朱
漆
巴
紋
七

宝
繋
沈
金
足
付
盆
大
・
中
・
小
一
式
、
伊
是
名
銘
苅
家
所
蔵
の
朱
漆
箔
巴
紋
天
目

台
や
足
付
盆
な
ど
の
道
具
が
あ
る
。
時
代
と
地
域
差
が
あ
る
も
の
の
い
ず
れ
も
朱

塗
に
沈
金
や
箔
絵
技
法
で
左
巴
紋
が
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
具
で
ど
の
よ
う
な
茶
が
飲
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。
琉
球
で

は
十
七
世
紀
こ
ろ
か
ら
中
国
茶
や
日
本
茶
が
普
及
し
て
国
内
で
も
茶
の
栽
培
が
行

わ
れ
て
い
る
。
（
14
）

茶
文
化
も
重
層
的
で
抹
茶
の
み
な
ら
ず
中
国
茶
や
煎
茶
の
飲

用
に
も
天
目
茶
碗
と
天
目
台
を
用
い
て
い
た
。
一
七
一
九
年
の
冊
封
副
使
徐
葆
光

の
『
中
山
伝
信
録
』
で
は
、
茶
碗
に
は
蓋
が
あ
り
、
朱
塗
か
黒
塗
で
天
目
台
の
作

り
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
茶
は
中
国
の
献
茶
法
で
国
内
の
茶
は
抹
茶
法

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
同
史
料
に
は
蓋
付
茶
碗
に
天
目
台
と
茶
筅

(

四)
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試論　琉球の茶道にみる琉球漆器

炉
く
り
〳
〵
、
か
う
箱
」
「
あ
お
か
い
、
盆
」
「
中
次
」

・
御
寝
殿
（
書
院
）
か
ざ
り

「
せ
ん
し
ノ
台
盆
曲
輪
」「
曲
輪
、
食
籠
盆
曲
輪
」「
硯
箱
」「
あ
お
か
い
食
籠

盆
曲
輪
」「
御
刀
掛
」「
く
り
〳
〵
柄
筆
」「
盆
石
盆
黒
塗
盆
」「
硯
盆
く
り
〳
〵
」

「
御
茶
入
片
付
請
盆
曲
輪
」
「
基
天
目
」
「
青
貝
食
籠
　
受
盆
く
り
〳
〵
」
「
沈

箱
」
「
曲
輪
食
籠
」
「
大
鏡
印
籠
」
。
台
子
飾
に
は
、
風
炉
や
釜
、
中
次
、
茶
艦
、

水
指
、
建
水
、
蓋
置
な
ど
は
金
と
あ
り
、
黄
金
の
台
子
飾
で
あ
っ
た
。
（
８
）

・
御
ゆ
ど
の
か
ざ
り

「
ゆ
す
り
つ
き
」
「
御
手
の
ゴ
イ
掛
」
「
御
腰
物
掛
」
「
御
き
ぬ
掛
」
、
い
く
つ

か
の
道
具
に
つ
い
て
「
何
茂
蒔
絵
」

・
小
書
院
か
ざ
り

　
　
「
香
箱
」
「
硯
箱
　
料
紙
箱
」
「
曲
輪
コ
ハ
ン
」
　

　
注
文
品
と
飾
道
具
で
一
致
す
る
可
能
性
と
し
て
は
、
天
目
台
に
「
同
古
台
く
ろ

ぬ
り
ぐ
り
〳
〵
つ
い
し
ゅ
青
貝
之
間

」
と
「
け
ん
さ
ん
の
天
目
莞
」
、
食
籠
に
「
古
食
籠

つ
ゐ
朱
ぐ
り
〳
〵
青
貝
い
ろ
〳
〵
」
と
「
あ
お
か
い
食
籠
盆
曲
輪
」
や
「
青
貝
食

籠
　
受
盆
く
り
〳
〵
」
・
「
曲
輪
、
食
籠
」
、
沈
箱
に
「
古
沈
箱
く
り
〳
〵
朱
青
貝
之
箱

」

と
「
沈
箱
」
、
印
籠
に
「
古
印
籠
く
り
〳
〵
堆
朱
青
貝
之
間

」
と
「
大
鏡
印
籠
」
が
あ
る
。

　
こ
の
中
で
も
天
目
台
や
青
貝
い
わ
ゆ
る
螺
鈿
に
琉
球
製
の
可
能
性
は
あ
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
硯
箱
と
料
紙
箱
の
セ
ッ
ト
も
加
え
て
お
き
た
い
。
琉
球
王
府
の
漆

器
製
作
を
担
う
貝
摺
奉
行
所
は
一
六
一
二
年
以
前
か
ら
存
在
し
、
日
本
や
中
国
へ

の
贈
答
品
、
国
内
用
の
漆
器
を
製
作
し
て
い
た
。
当
初
は
唐
物
の
模
倣
と
も
い
え

る
物
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
十
八
世
紀
以
降
は
定
形
化
し
た
様
式
の

漆
器
を
生
産
管
理
し
て
い
た
。
（
９
）

　
例
え
ば
、
尾
張
徳
川
家
の
伝
世
品
に
油
滴
天
目
茶
碗
（
星
建
盞
）
に
附
属
し
た

十
四
世
紀
中
国
元
か
ら
明
時
代
の
唐
花
唐
草
文
螺
鈿
天
目
台
が
あ
る
。
稜
花
形
の

鍔
に
螺
鈿
で
花
唐
草
文
様
を
巡
ら
し
た
瀟
洒
な
天
目
台
だ
が
、
よ
く
似
た
琉
球
製

の
黒
漆
菊
唐
草
螺
鈿
十
二
稜
花
形
天
目
台
が
京
都
大
徳
寺
龍
光
院
に
伝
わ
る
。
や

は
り
油
滴
天
目
茶
碗
の
附
属
品
で
前
者
に
比
べ
て
後
者
は
形
態
や
螺
鈿
細
工
に
琉

球
ら
し
い
大
ら
か
さ
が
あ
り
、
明
ら
か
に
模
倣
品
の
類
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

内
側
に
琉
球
王
府
関
係
の
証
と
さ
れ
る
天
字
形
・
分
銅
形
が
沈
金
で
刻
ま
れ
て
い

る
。
（
10
）

ち
な
み
に
こ
の
天
目
台
は
、
茶
人
津
田
宗
及
の
子
大
徳
寺
江
月
宗
玩
和

尚
（
一
五
七
四
～
一
六
四
三
）
ゆ
か
り
の
品
で
あ
る
。
ま
た
、
尾
張
徳
川
家
関
連

に
は
同
時
代
の
琉
球
製
黒
漆
人
物
双
龍
螺
鈿
天
目
台
と
近
衛
家
伝
来
の
黒
漆
唐
草

螺
鈿
天
目
台
も
あ
り
、
中
国
製
を
摸
し
た
琉
球
製
天
目
台
が
大
和
に
渡
っ
て
い
た

様
子
が
う
か
が
え
る
。
琉
球
近
海
で
豊
富
に
採
れ
た
夜
光
貝
な
ど
青
貝
の
螺
鈿
技

法
は
、
琉
球
漆
器
の
主
要
な
加
飾
技
法
で
あ
る
。

　
注
文
品
リ
ス
ト
と
実
際
に
使
用
し
た
道
具
図
か
ら
琉
球
製
漆
器
の
利
用
を
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
あ
る
道
具
の
中
に
琉
球
ら
し
い
漆

器
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
楽
童
子
ら
が
奏
で
る
音
楽
と
合
せ
て
異
国
情
緒
あ
ふ

れ
る
空
間
の
演
出
に
一
役
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
．
首
里
城
正
殿
・
南
殿
・
書
院
の
茶

　
正
殿
正
月
の
御
茶
と
道
具

　
正
月
の
首
里
城
正
殿
下
庫
理
の
儀
式
で
は
国
王
以
下
家
臣
が
御
酒
と
御
茶
を
共

飲
し
た
。
こ
の
儀
式
の
道
具
に
つ
い
て
は
沖
縄
美
ら
島
財
団
（
旧
首
里
城
公
園
管

理
財
団
）
が
復
元
の
た
め
の
詳
細
な
調
査
を
行
い
台
子
飾
な
ど
の
復
元
展
示
を
行
っ

て
い
る
。
（
11
）

こ
こ
で
は
御
茶
と
道
具
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
鎌
倉
芳
太
郎
氏
が
収
集
し
、
ま
た
は
筆
写
し
た
琉
球
関
係
史
料
に
『
図
帳
　
当

方
』
が
あ
る
。
こ
の
中
に
正
月
規
式
に
も
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
①
「
三
御

飾
御
規
式
之
時
御
座
御
飾
之
図
」
（
図
１
）
、
②
「
下
庫
理
御
座
之
図
」
（
図
２
）
、

③
「
上
御
茶
之
間
御
飾
之
図
」
（
図
３
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(

三)
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人
を
中
心
に
広
く
茶
の
湯
が
受
容
さ
れ
て
い
た
。
琉
球
を
支
配
下
に
お
い
て
か
ら

は
、
琉
球
と
明
国
と
の
交
易
に
唐
物
茶
道
具
の
輸
入
を
所
望
し
て
い
る
。
喜
舎
場

一
隆
氏
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
十
二
月
、
同
四
年
九
月
、
同
五
年
二
月
、
同

五
年
八
月
の
三
年
間
四
回
の
所
望
品
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
唐
物
輸
入
は
転
売
を
目

的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
島
津
氏
自
身
の
自
家
の
調
度
品
と
し
て
の
輸
入
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
（
４
）

　
特
に
四
回
目
の
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
八
月
の
目
的
は
、
二
年
後
に
江
戸
の

薩
摩
藩
江
戸
桜
邸
で
行
わ
れ
た
将
軍
と
大
御
所
の
御
成
り
に
備
え
た
道
具
揃
え
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
所
望
の
品
々
が
琉
球
に
あ
れ
ば
相
当
の
値
段
で
送
る
よ
う
に
令

達
さ
れ
て
い
た
。
（
５
）

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
八
月
　

古
掛
物
但
、
古
筆

　
古
香
合
但
、
な
り
い
ろ
〳
〵
か
ね
堆
朱
ぐ
り
〳
〵
せ
い
じ
之
間

　
古
花
入

金
の
物
せ
い
じ
其
外
い
ろ
〳
〵

　
古
水
さ

（

指

）し
い
ろ
〳
〵
　
古
四
方
盆
但
、
な
し
地
府
絵
は
悪
し

　

古
ふ

（

蓋

）た
置
い
ろ
〳
〵
　
古
水
こ（

翻

）

ほ
し
い
ろ
〳
〵
　
古
筆
架
い
ろ
〳
〵
　
古
水
入

い
ろ
〳
〵
　
古
硯
か（

恰

好

）

か
う
な
り
の
替
り
た
る
硯
い
ろ
〳
〵
　
古
て（

天

目

）

ん
も
く
但
、

大
が
た
い
ろ
〳
〵

　
同
古
台
く
ろ
ぬ
り
ぐ
り
〳
〵
つ
い
し
ゅ
青
貝
之
間

　
古
三
幅
一
対
之
絵

但
、
仏
像
も
不
苦

　
古
二
幅
一
対
之
絵
　
し

（

獅

子

）ゝ

か（

香

爐

）

う
ろ
胡
銅
い
ろ
〳
〵
　
か

（

鴨

）も
香

爐
但
、
胡
銅
い
ろ
〳
〵

　
古
た（

湯

瓶

）

う
ひ
ん
胡
銅
い
ろ
〳
〵
　
古
青
磁
の
盃
い
ろ
〳
〵
　

同
古
台
い
ろ
〳
〵
　
古
食
籠
つ

（

堆

）ゐ
朱
ぐ
り
〳
〵
　
青
貝
い
ろ
〳
〵
　
古
硯
箱
　

青
磁
の
鉢
但
、
足
あ
り
、
古
き
物

　
古
台
子
黒
ぬ
り
青
貝
の
間

　
す
な
の
物
之
金
鉢
但
、
大
小

　

古
う（

薄

端

）

す
は
た
胡
銅
之
物
・
土
之
物
大
が
た

　
古
沈
箱
く
り
〳
〵
堆
朱
青
貝
之
箱

　
古
鑑
并

古
家
く
り
〳
〵
堆
朱
青
貝
其
外
い
ろ
〳
〵

　
け
さ
ん
鉄
玉
石
之
間

　
古
け（

硯

屏

）

ん
ひ
ょ
う
青
貝

石
く
り
〳
〵
堆
朱
之
間

　
古
印
籠
く
り
〳
〵
堆
朱
青
貝
之
間

　
け（

建

盞

）

ん
ざ
ん
大
形
　
中
央
の

し（

卓

）

ょ
く
黒
ぬ
り
青
貝
但
、
古
物

　
茶
入
之
袋
き
ぬ
い
ろ
〳
〵
　
盆
山
う
け
の
か
な
鉢

大
小
あ
ま
た
但
、
四
角
な
る
も
、
大
き
な
る
香
爐
も
能
し
、

　
茶
道
具
は
茶
事
に
必
要
な
部
屋
飾
り
（
室
礼
）
の
飾
道
具
、
点
前
道
具
、
懐

石
（
会
席
）
道
具
、
水
屋
道
具
、
路
地
道
具
だ
が
、
所
望
の
品
々
は
概
ね
飾
道
具

と
点
前
道
具
で
あ
る
。
他
の
三
回
の
注
文
か
ら
も
「
ふ
る
き
」
「
古
」
と
冠
に
つ

け
た
新
し
く
は
な
い
品
や
、
寛
永
五
年
二
月
の
品
に
は
「
唐
之
硯
箱
」
や
「
唐
之

し（

卓

）

ょ
く
」
な
ど
あ
え
て
「
唐
」
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
品
名
の
下
に
「
い
ろ
〳
〵
」

と
種
類
を
複
数
注
文
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。「
古
四
方
盆
但
、な
し
地
府
絵
は
悪
し

」

の
但
し
書
き
は
「
府
」
は
「
蒔
」
で
「
梨
地
蒔
絵
は
和
風
で
あ
る
か
ら
悪
い
、
唐

物
め
い
た
も
の
」
と
し
て
、
琉
球
で
も
行
わ
れ
て
い
た
箔
粉
を
蒔
く
琉
球
製
梨
地

に
つ
い
て
は
除
い
て
い
た
と
読
め
る
。
（
６
）

　
御
成
り
の
具
体
的
な
記
録
に
、
規
式
と
料
理
を
司
っ
た
石
原
佐
渡
守
他
に
よ
る

「
御
数
寄
御
成
の
記
」
が
あ
る
。
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
四
月
十
八
日
に
三
代
徳

川
将
軍
家
光
を
同
月
二
十
一
日
に
大
御
所
秀
忠
を
迎
え
た
際
の
数
寄
道
具
（
床
飾
や

点
茶
道
具
）、
会
席
（
料
理
）、
拝
領
物
、
進
上
物
等
の
記
録
と
挿
図
で
あ
る
。
挿
図

は
茶
室
・
鎖
の
間
・
た
う
こ
の
間
・
御
寝
殿
か
さ
り
・
御
ゆ
と
の
か
さ
り
・
小
書

院
か
さ
り
御
年
寄
衆
御
座
を
部
屋
の
平
面
図
に
床
や
棚
を
描
い
て
道
具
を
配
置
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
名
称
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
御
成
り
は
茶
事
を
取
り
入
れ
た

新
し
い
形
式
で
あ
っ
た
が
、
薩
摩
藩
の
御
成
り
は
故
実
に
則
っ
た
座
敷
飾
り
を
取

り
入
れ
、
後
半
に
琉
球
の
楽
童
子
に
よ
る
琵
琶
・
琴
・
三
味
線
・
笛
・
ひ
ち
り
き
・

胡
弓
等
の
弦
楽
器
に
よ
る
合
奏
が
披
露
さ
れ
る
独
自
性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。（
７
）

　
茶
事
で
使
用
さ
れ
た
点
前
道
具
は
茶
入
に
豊
臣
秀
吉
が
島
津
義
弘
へ
下
賜
し
た

大
名
物
の
平
野
肩
衝
や
高
麗
三
足
茶
碗
、
茶
艦
は
利
休
な
ど
が
あ
り
、
琉
球
へ
の

注
文
品
と
思
わ
れ
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
琉
球
が
薩
摩
の
注
文
に
ど
れ
ほ
ど
応

じ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
各
部
屋
の
座
敷
飾
り
に
使
用
さ
れ
た
漆
器
の
道
具
と
汁

器
の
類
に
は
次
が
あ
る
。

・
茶
室
・
鎖
の
間
・
た
う
こ
の
間

「
硯
び
ょ
う
き
う
唐
蒔
絵
箱
入
」
「
唐
の
大
筆
」
「
け
ん
さ
ん
の
天
目
莞
」
「
香

(

二)
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試論　琉球の茶道にみる琉球漆器

　
　
　
　
試
論
　
琉
球
の
茶
道
に
み
る
琉
球
漆
器

金
　
城
　
聡
　
子
　（
浦
添
市
美
術
館
）

一
．
は
じ
め
に

　
琉
球
の
茶
道
は
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
頃
、
仏
教
僧
侶
の
往
来
や
泉
州
堺
（
現

在
の
大
阪
府
堺
市
）
と
の
交
易
、
薩
摩
を
通
じ
た
茶
道
文
化
の
導
入
な
ど
に
よ
り

形
成
さ
れ
て
国
王
は
じ
め
上
流
士
族
社
会
に
普
及
し
た
。
首
里
城
で
は
正
殿
の
正

月
儀
式
に
御
茶
が
あ
り
、
公
式
行
事
と
し
て
の
薩
摩
藩
在
番
奉
行
招
請
で
も
南
殿

や
書
院
を
飾
る
大
名
茶
に
通
ず
る
茶
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
茶
道
具
は
唐
和
琉
の

道
具
を
用
い
る
。
小
稿
は
先
行
研
究
（
１
）

か
ら
琉
球
の
茶
道
と
琉
球
製
漆
器
の
利

用
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
．
近
世
初
期
の
茶
道
具
と
漆
器

　　
稽
古
道
具

　
琉
球
の
近
世
は
一
六
〇
九
年
の
薩
摩
侵
攻
か
ら
一
八
七
九
年
の
沖
縄
県
設
置
ま

で
を
い
う
。

　
そ
れ
以
前
の
尚
寧
王
十
二
年
（
一
六
〇
〇
）
に
泉
州
堺
出
身
の
喜
安
入
道
蕃

元
（
一
五
六
六
～
一
六
五
二
年
）
が
来
琉
し
た
。
喜
安
は
僧
侶
で
あ
り
茶
人
で
四

代
の
国
王
に
使
え
、
御
茶
道
頭
に
任
命
さ
れ
た
最
初
の
人
で
あ
る
。
同
時
期
の

尚
寧
王
十
五
年
（
一
六
〇
三
）
に
来
琉
し
た
浄
土
僧
袋
中
上
人
（
一
五
五
二
―

一
六
三
九
）
は
三
年
滞
在
し
た
が
、
そ
の
著
書
『
琉
球
往
来
』
に
は
茶
道
普
及
の

様
子
を
知
る
記
事
が
あ
る
。
「
嶋
ノ
王
子
（
按
司
）
」
と
「
勝
連
ノ
某
」
の
書
簡
中
、

勝
連
ノ
某
へ
宛
て
た
返
書
に
喜
安
と
思
わ
れ
る
堺
の
茶
名
人
が
来
琉
し
て
い
る
こ

と
、
茶
の
稽
古
に
必
要
な
道
具
の
支
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
（
２
）

近
日
和
堺
茶
名
人
出
来
。
田
レ

茲
。
台
子
一
座
計
。
有
二

稽
古
之
望
一

。
貴
翁

諳
定
二

発
起
衆
一

。
爾
於
二

愚
亭
一

翰
具
不
日

（
マ
マ
）可

レ

令
二

纏
頭
一

了
。
可
レ

有
二

御

支
度
一

者
、
天
目
。
建
盞
・
茶
碗
・
鑵
子
。
薬
籠
者
、
可
レ

納
レ

巣
。
棗
可
レ

有
二

油
単
一

。
茶
瓢
・
茶
艦
。
手
桶
。
茶
巾
。
同
、
手
巾
。
磨
・
滴
器
・
盖
台
也
。

台
子
・
風
爐
。
爐
構
者
、
可
レ

依
二

数
寄
一

。
真
壺
精
好
。
可
レ

為
二

座
荘
一

。

常
用
具
、
真
楽
。
瀬
戸
物
也
。
掛
字
一
幅
。
可
レ

用
二

横
表
補
絵
一

。
花
瓶
、

竹
切
目
。
栃
木
節
。
春
蘭
・
秋
菊
・
銀
台
等
生
花
、
可
レ

依
レ

時
。
（
以
下
略
）

　
こ
れ
ら
の
道
具
は
台
子
棚
に
点
前
道
具
を
据
え
置
く
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場

合
の
両
方
の
道
具
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
す
で
に
琉
球
で
茶
道
稽
古
に
必
要
な
道
具

を
調
達
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
漆
器
は
台
子
棚
（
３
）

と
薬
籠
や
棗
の
茶
器
で
、
棗
に

は
袋
の
仕
服
か
、
布
の
油
単
が
必
要
で
あ
っ
た
。
四
方
盆
な
ど
盆
類
や
香
合
の
記

載
は
な
く
、
「
爐
構
者
」
と
い
う
記
載
か
ら
釜
を
か
け
る
炉
に
漆
塗
り
の
炉
縁
も

使
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
島
津
氏
の
唐
物
注
文
品

　
薩
摩
で
は
他
の
戦
国
大
名
と
同
様
に
当
主
の
島
津
義
久
（
一
五
三
三
～

一
六
一
一
年
）
、
弟
の
義
弘
（
一
五
三
五
～
一
六
一
九
年
）
を
は
じ
め
、
上
級
家

(

一)


